
廿日市記念病院

五日市記念病院

お飲みになられている薬の情報をお持ちでしたら、
こちらにお入れ下さい。

診 察 券

脳卒中センターとして脳神経外科を中心に、

内科・外科・循環器内科・血液内科を併設した「全身管理の出来る急性期病院」

平成３年７月開院：（１８０床）

脳血管疾患（脳卒中）と運動器疾患を中心とした

リハビリ（回復期医療）と、緩和ケア（ホスピス医療）を行う

『ＱＯＬを大切にした総合リハビリテーション病院』

平成１２年６月開院：（１２６床、内緩和ケア２４床）

TEL　０８２９ー２０ー２３００

社会医療法人清風会の概要

社会医療法人　清風会



五日市記念病院

休診日 土曜日の午後　日曜日・祝日

救急のご案内

『健康のあゆみ』について

急変時は救急車をご利用されるか、
五日市記念病院（082-924-2211）までご連絡下さい。

※他の医療機関へ受診される場合は、
　この「健康のあゆみ」と「お薬手帳」をご持参下さい。

「健康のあゆみ」は自分の健康状態を知り、安心して生
活していただくために作成していますので、受診の際
には必ずご持参下さい。
『マイカルテ』として御利用いただければ幸いです。
当院での診察を受けられる際の『パスポート』とさせて
いただきます。
尚、ご家族の方にも診療の状況をご理解いただく為に
ご覧いただき、他の医療機関へ受診される場合も、必
ずご持参ください。

五日市記念病院
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五日市記念病院

個人情報保護法および関連する規範を遵守いたします。

そのため、職員の教育・研修を徹底し、継続的に見直しと改善を行います。

個人情報を保護・管理する体制を整備し、適切な個人情報の収集、使用

および提供に関する内部規定を定め、これを遵守いたします。

患者様の個人情報を収集する場合は、医療にかかわる範囲で行います。

その他の目的で収集する必要がある場合は、あらかじめご説明し、ご了承

を得た上で実施いたします。

患者様の個人情報を別記の「当院における患者様個人情報・診療情報の

利用目的と使用範囲」で使用させて頂く場合は、あらかじめご了承を得た

ものとさせて頂きます。この目的以外で使用させて頂く必要が生じた場合

には、あらかじめご説明し、ご了承を得た上で使用させて頂きます。

保有する個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、

漏洩などの防止に万全の措置を講じます。万一、問題発生があった場合

には、速やかに是正対策を実施いたします。

個人情報の当該本人（患者様など）からの内容の確認・訂正あるいは

使用停止を求められた場合には、内部規定に従って調査の上、適切に対応

いたします。

診療情報の提供・開示に関しては、別途定めます。

個人情報保護に関するお問い合わせ窓口は、診療情報管理課および

医療安全対策課といたします。
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

個人情報保護に関する方針 患者様の権利と義務

患者様の権利
１　良質・公平な医療の享受
だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。

２　個人の尊厳
だれもが、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協

力関係のもとで医療を受ける権利があります。

３　インフォームド・コンセント
病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明と情報を

受ける権利があります。

４　自己決定権
十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利がありま

す。

５　セカンドオピニオン
病気の治療や治療中の回復度について、担当医以外の医師による診察や意見を聞く権利があ

ります。

６　知る権利
自分の病気についての情報開示を求める権利があります。

７　プライバシーの保護
診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活は可能な限り守られ、

乱されない権利があります。

患者様の義務
１　情報提供の義務
良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療関係者に対し、患者様自身の健康

に関する情報をできるだけ正確に提供する義務があります。

２　適切な医療提供への協力
すべての患者様が適切な医療を受けられるようにするため、患者様には、他の患者様の治療

や病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する義務があります。

－社会医療法人清風会は患者様の医療に対する主体的な参加を支援していきます－
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五日市記念病院

平成14年4月1日から薬の処方期間に係る制限が原則廃止
になりました。
つきましては当院の方針として、

1回の処方期間は、原則30日以内とします。

注1）　厚生労働大臣が定める薬剤（睡眠薬や新薬など）
や風邪薬等は別扱いになります。

注2）　初回処方の場合には、薬が合わなかったりするこ
とが稀にありますので、原則7日以内とします。

注3）　例外として症状が安定されている患者様の場合に
は、自己責任の下で長期処方（90日以内）をさ
せて頂く場合があります。医師にご相談下さい。
但し、薬によっては長期処方が不可能なものもあ
ります。

注4）　時間的に余裕が無く、薬の処方を急がれる場合に
は、可能な限り対応させて頂きますので、受付へ
お申し出ください。
但し、短時間でも医師の診察を受けて頂きます。

注5）　内服を継続する必要のある薬は14日前後の余裕
を持っておくようにしてください。

尚、3～6ヶ月毎には、尿、血液などの検査を受けて下さい。

薬の処方期間について
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五日市記念病院

既往症
（今までにかかったおもな病気やけがについて記入しましょう）

年月日 病　　　名 受　診　病　院

（特記事項）

アレルギーについて
（飲み物・くすり・その他で発疹、発熱があったことを記録して下さい）

原　　因 症　　状 備　考発生した年月日
　・　・   （　）
　・　・   （　）
　・　・   （　）
　・　・   （　）
　・　・   （　）
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五日市記念病院
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五日市記念病院

初 診
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五日市記念病院

初 診
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五日市記念病院
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五日市記念病院
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五日市記念病院

　脳卒中（脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血などの脳血管障害）
を主に、頭部外傷、脳腫瘍などの脳神経の疾患に対して、検査
による診断や手術を中心とした迅速な治療を行い、病気による
障害を少しでも軽くするのが脳神経外科の役割です。殊に、脳
は神経の中枢であると共に体の一部でもあり、脳神経疾患を治
療するには、全身の状態を把握する必要があります。このため
脳神経外科と内科との協力が欠かせません。
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五日市記念病院
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五日市記念病院五日市記念病院

　脳神経外科と内科を中心とする他科との連携治療による本来
の好ましい治療の受け方をお勧めします。
　脳卒中は高血圧、糖尿病、高脂血症、心臓疾患などのいわゆ
る生活習慣病を基礎疾患にして生ずることが多く、脳卒中の一
定期間の治療が終われば、後遺症があっても基礎疾患の治療が
主体となります。

１．生活習慣病の治療：内科、循環器科が中心

２．脳卒中（脳血管障害）の治療：
（イ）急性期→脳神経外科、脳神経内科（神経内科）が中心。
※可能な限り速やかに受診されることが大切です。

（ロ）手術が必要な時→脳神経外科
（ハ）慢性期→生活習慣病などの基礎疾患の治療が主体と
なり、内科、循環器科や脳神経内科（神経内科）への受
診が中心となります。
※脳卒中については、脳神経外科や脳神経内科（神経内
科）での 3～6ヶ月毎の定期診察と、1～2年毎の定期
検査（頭部MRI や CTなど）が中心となります。

３．様子を観ても良い脳外科疾患：脳神経外科が中心
・小さな脳動脈瘤；6～12ヶ月毎の定期検査

（頭部MRI や CTA）
・小さな良性脳腫瘍；6～12ヶ月毎の定期検査

（頭部MRI や CT）
・その他（軽度の血管狭窄、もやもや病など）

脳神経外科の好ましい治療の受け方について

（文責：梶原）

2021.1　印刷
2021.1　改定
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